
別紙（10－3）

番号

24年度概算要求額

3,527,303

Ⅳ－１－１

23年度22年度

総合･実績･事業

＜215,306,397＞ ＜9,535,352＞
補 正 予 算 （ 千 円 ）

-463,082

当 初 予 算 （ 千 円 ）

政策評価調書（個別票１）

＜31,660,793＞

-226,506

2,883,691

＜40,758,629＞

7,827,308

＜32,149,276＞

＜283,322,863＞

124,906,138

＜1,253,423＞

126,014,018

36,033,874

＜4,888,254＞

121,772,985

20年度

4,955,951

＜29,526,937＞

4,241,033

＜47,069,440＞

＜235,000,000＞

21年度

政策目標の達成に向けて現在の取組を進めていくため、医療提供体制の構築に必要な予算要求を行うこととした。

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

4,492,869

＜394,835＞
繰 越 し 等 （ 千 円 ）

＜609,049＞

別添１参照

本政策に係るすべての達成すべき指標について、改善傾向又は前年度と同水準であり、本施策は一定程度有効と考えられる。翌年度以降も政策目標の達
成に向けた取組を行っていく。

＜256,459,861＞

＜35,928,003＞

38,543,957

38,691,059

＜265,313,766＞

計（千円）

評価方式地域の医療連携体制を構築する政策名

＜21,489,976＞

＜35,024,240＞

3,270,702

予
算
の
状
況

執行額（千円）

施策中目標
目標値

（達成水準／達成時期）

1 前年以上/毎年

2 前年以上/毎年

3 前年以下/毎年

4 前年以下/毎年

5 78.1％/26年度

6 前年度以上/毎年度

7 前年度以上/毎年度

ー

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

ー

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

ー

前年度以上/毎年度

25～30床/26年度

※｢子ども・子育てビジョン｣(平成22年1月29日閣議決定)

ー

前年度以上/毎年度

全小児救急医療圏/26年度

※｢子ども・子育てビジョン｣(平成22年1月29日閣議決定)

ー

81.2％/26年度

1000チーム/23年度

※｢自然災害の犠牲者ゼロ｣を目指すために取り組むべき施

策｣

(平成19年中央防災会議決定)

ー

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

ー

全病院に原則1回実施/毎年度

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

前回調査年度以上/

直近調査年度

前年度以上/毎年度

施策小

目標１

医療計画に基づく医療連携体制を

構築すること

施策小
目標８

医療法人等の経営の安定化を図
ること

＜施策小目標に係る指標＞

社会医療法人及び特定医療法人数

出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行数

医療法人等の赤字病院の割合

社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用によって、事務処理負担

が軽減された医療機関の割合
高額医療機器の国内出荷金額

施策小

目標７

病院への立入検査の徹底 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標７参照

病院への立入検査件数

施策小
目標６

へき地保健医療対策を推進するこ
と

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標６参照

へき地医療支援機構数

へき地医療拠点病院数

施策小
目標５

災害医療体制を整備すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標５参照

災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率

災害派遣医療チーム（DMAT）数

施策小

目標４

小児医療体制を整備すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

小児（15歳未満）死亡率（人口10万対）

常時診療体制が確保されている小児救急医療圏

施策小

目標３

周産期医療体制を確保すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

妊産婦死亡率（出産10万対）

新生児集中治療室（NICU）病床数（出生１万人当たり）

救命救急センター数

ドクターヘリの設置箇所数

施策中目標に係る指標１参照

地域連携診療計画管理料の算定回数

地域医療支援病院数

施策小
目標２

救急医療体制を整備すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

病院の耐震化率

無医地区等における医療活動（巡回診療、代診医派遣等）回数

病院への立入検査における指摘に対する遵守率

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－１－１

地域の医療連
携体制を構築

する

＜施策中目標に係る指標＞

自宅で死亡する者の数

心肺停止者の一ヶ月後の生存率・社会復帰率

周産期死亡率（出産1,000対）

幼児（１～４歳）死亡率（人口10万対）

施策小目標 目標の達成度測定方法
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別添１

施策中目標
目標値

（達成水準／達成時期）

1 前年以上/毎年

2 前年以上/毎年

3 前年以下/毎年

4 前年以下/毎年

5 78.1％/26年度

6 前年度以上/毎年度

7 前年度以上/毎年度

ー

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

ー

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

ー

前年度以上/毎年度

25～30床/26年度

※｢子ども・子育てビジョン｣(平成22年1月29日閣議決定)

ー

前年度以上/毎年度

全小児救急医療圏/26年度

※｢子ども・子育てビジョン｣(平成22年1月29日閣議決定)

ー

81.2％/26年度

1000チーム/23年度

※｢自然災害の犠牲者ゼロ｣を目指すために取り組むべき施

策｣

(平成19年中央防災会議決定)

ー

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

ー

全病院に原則1回実施/毎年度

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

前年度以上/毎年度

前回調査年度以上/

直近調査年度

前年度以上/毎年度

施策小

目標１

医療計画に基づく医療連携体制を

構築すること

施策小
目標８

医療法人等の経営の安定化を図
ること

＜施策小目標に係る指標＞

社会医療法人及び特定医療法人数

出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行数

医療法人等の赤字病院の割合

社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用によって、事務処理負担

が軽減された医療機関の割合
高額医療機器の国内出荷金額

施策小

目標７

病院への立入検査の徹底 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標７参照

病院への立入検査件数

施策小
目標６

へき地保健医療対策を推進するこ
と

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標６参照

へき地医療支援機構数

へき地医療拠点病院数

施策小
目標５

災害医療体制を整備すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標５参照

災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率

災害派遣医療チーム（DMAT）数

施策小

目標４

小児医療体制を整備すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

小児（15歳未満）死亡率（人口10万対）

常時診療体制が確保されている小児救急医療圏

施策小

目標３

周産期医療体制を確保すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

妊産婦死亡率（出産10万対）

新生児集中治療室（NICU）病床数（出生１万人当たり）

救命救急センター数

ドクターヘリの設置箇所数

施策中目標に係る指標１参照

地域連携診療計画管理料の算定回数

地域医療支援病院数

施策小
目標２

救急医療体制を整備すること ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

病院の耐震化率

無医地区等における医療活動（巡回診療、代診医派遣等）回数

病院への立入検査における指摘に対する遵守率

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－１－１

地域の医療連
携体制を構築

する

＜施策中目標に係る指標＞

自宅で死亡する者の数

心肺停止者の一ヶ月後の生存率・社会復帰率

周産期死亡率（出産1,000対）

幼児（１～４歳）死亡率（人口10万対）

施策小目標 目標の達成度測定方法
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

医療提供体制確保対策に必要な経費

項

医療提供体制確保対策費

医療提供体制確保対策費 医療提供体制確保対策の推進に必要な経費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

政策名

の内数

32,149,276

予算額

合計

地域の医療連携体制を構築する Ⅳ－１－１

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

小計

医療提供体制基盤整備費 医療提供体制の基盤整備に必要な経費

3,527,303

の内数

23年度
当初予算額

2,881,124

646,179

の内数

24年度
概算要求額

3,349,356

4,477,952

7,827,308

3,527,303

＜32,149,276＞ の内数

＜32,149,276＞ の内数

の内数

の内数＜31,660,793＞

の内数

31,660,793

＜31,660,793＞ の内数

の内数

7,827,308



別紙（10－3）

　　

番号

執行額（千円）
＜265,537,132＞

＜283,573,413＞

補 正 予 算 （ 千 円 ）

5,802,518

当 初 予 算 （ 千 円 ）

計（千円）

-206,662

5,585,005

予
算
の
状
況 繰 越 し 等 （ 千 円 ）

＜32,037,638＞

-250,000-507,943

5,626,641

＜4,888,254＞ ＜235,000,000＞

政策目標の効果は着実に進んでおり、翌年度以降も政策目標の達成に向けた取組を行っていく。

＜256,710,989＞

＜36,153,469＞

5,455,261

＜21,732,470＞

＜35,280,618＞

5,599,198

政策目標の達成に向けて進展しており、今後も医師、看護師等の不足した状況に対応するため、引き続き医師確保や女性医師、看護師等の離職防止、復
職支援の強化を進めるべく必要な予算要求を行うこととした。

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

6,092,407

6,299,069

＜29,783,315＞

＜1,253,423＞

総合･実績･事業

＜215,306,397＞ ＜9,535,352＞

6,310,461

評価方式医療需要に見合った医療従事者を確保する政策名

21年度

＜609,049＞ ＜394,835＞

＜41,009,757＞

22年度

5,876,641

20年度

政策評価調書（個別票１）

＜32,418,379＞

24年度概算要求額

5,506,858

Ⅳ－１－２

23年度

＜47,319,990＞

5,618,308

施策中目標
目標値

（達成水準／達成時期）

1 前回調査時以上/調査時

2 前回調査時以上/調査時

3 前回調査時以上/調査時

4 前回調査時以上/調査時

ー

前回調査時以上/調査時

前回調査時以上/調査時

前回調査時以上/調査時

女性医師・看護師等の離
職防止、復職支援を図る
こと

＜施策小目標に係る指標＞

女性医師バンク再就業支援件数

中央ナースセンター事業再就業支援件数

女性医師等就労支援事業支援件数

Ⅳ－１－２
医療需要に
見合った医
療従事者を
確保する

＜施策中目標に係る指標＞

就業医師数

病院勤務医師数

就業女性医師数

就業看護職員数

施策小
目標１ 施策中目標に係る指標３，４参照

施策小目標 目標の達成度測定方法
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 一般 地方厚生局 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

医療従事者等の確保対策に必要な経費

項

医療従事者等確保対策費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

政策名

の内数

32,149,276

269,103医師等国家試験実施費 医師等国家試験実施に必要な経費

予算額

合計

医療需要に見合った医療従事者を確保する Ⅳ－１－２

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

小計

医療提供体制基盤整備費 医療提供体制の基盤整備に必要な経費

5,506,858

の内数

23年度
当初予算額

5,506,858

の内数

24年度
概算要求額

5,618,308

5,618,308

5,506,858

＜32,418,379＞ の内数

＜32,418,379＞ の内数

の内数

の内数＜32,037,638＞

の内数

31,660,793

376,845

＜32,037,638＞ の内数

の内数

5,618,308
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番号政策名

20,089,355 19,611,634

20年度

19,781,644

予
算
の
状
況 繰 越 し 等 （ 千 円 ）

＜609,049＞

16,901,111

Ⅳ－１－３

23年度22年度

評価方式医療従事者の資質の向上を図る

16,061,309

21年度

総合･実績･事業

＜215,306,397＞ ＜9,535,352＞

-30,112

政策評価調書（個別票１）

＜32,149,276＞

24年度概算要求額

＜31,660,793＞

＜235,000,000＞

引き続き、政策目標の達成に向けて現在の取組を進めていくため、必要な予算要求を行うこととした。

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

19,871,491 19,611,634

＜4,888,254＞

＜40,758,629＞

臨床研修をはじめ、医療従事者の資質の向上は順調に実施されているところであり、翌年度以降も政策目標の達成に向けた取組を
行っていく。

＜256,459,861＞

＜35,928,003＞

19,336,725

＜21,489,976＞

＜35,024,240＞

19,643,978

＜29,526,937＞

補 正 予 算 （ 千 円 ）
89,847

当 初 予 算 （ 千 円 ）
＜47,069,440＞

＜394,835＞＜1,253,423＞

執行額（千円）
＜265,313,766＞

＜283,322,863＞
計（千円）

19,943,599

20,059,243

施策中目標
目標値

（達成水準／達成時期）

1 毎年度以上/毎年度

2 毎年度以上/毎年度

3 毎年度以上/毎年度

4

ー

ー

施策中目標に係る指標１，２，４参照

施策小

目標２

医療従事者等に対する研修

を実施すること
＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

（参考指標）
新規認定看護師認定者数（人）

施策小目標 目標の達成度測定方法

施策小

目標１

医師・歯科医師の臨床研修

を推進すること
＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－１－３
医療従事者の

資質向上を図

る

＜施策中目標に係る指標＞

医師研修医の満足度調査（満足度５段階評価のうち４段階以上の回答者の割合）

歯科医師研修歯科医の満足度調査（満足度５段階評価のうち４段階以上の回答者の割合）

看護師等における講習会・研修会等の修了者人数

（参考指標）

臨床研修指導医における講習会の修了者人数（各年度累計）



別紙（10-3）

番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

医療従事者の資質向上に必要な経費

項

医療従事者資質向上対策費

政策名

の内数

32,149,276

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

予算額

合計

医療従事者の資質の向上を図る Ⅳ－１－３

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

小計

医療提供体制基盤整備費 医療提供体制の基盤整備に必要な経費

23年度
当初予算額

16,901,111

16,901,111

の内数

の内数

24年度
概算要求額

16,061,309

の内数

16,061,309

＜31,660,793＞

16,901,111

＜32,149,276＞ の内数

＜32,149,276＞ の内数

の内数

31,660,793

の内数＜31,660,793＞

の内数

の内数

16,061,309
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